
みなとづくりとまちづくりの連携みなとづくりとまちづくりの連携



プレジャーボート等の放置艇対策の推進プレジャーボート等の放置艇対策の推進
○　平成８年度の調査では放置艇は１３.８万隻、うち４割は港湾内
　　→　船舶航行の障害や周辺環境の悪化等が問題

　［規制措置］港湾管理者が放置等禁止区域を指定できるように措置

○　放置艇対策の柱は、規制措置と係留・保管能力の向上

　［係留・保管能力の向上］ボートパーク整備事業の推進

放置艇の区域別状況

港湾単独区域

漁港単独区域

河川単独区域

港湾と河川と
の重複区域

漁港と河川と
の重複区域

放置艇数
13.8万隻

5.3万

0.7万隻

0.2万隻

(38%)

(5%)

3.7万

(27%)

4.0万隻

(29%)

(1%)

放置等禁止区域のイメージ

［ 規制措置 ］ ［ 係留・保管能力の向上 ］

［ 放置艇の現状 ］

ボートパークのイメージ



良好な港湾環境の形成
生態系との共生を図ります。
消波ブロックに着生したサンゴ（那覇港）

自然とのふれあいの場を回復します。

回復した干潟で潮干狩りを
楽しむ人々（三河港）

自然と親しめる空間を創造します。

港湾内の野鳥園（大阪港）
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